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令和８年（２０２６年）４月１０日 
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熊本県立球磨支援学校ＰＴＡ会長 

                              宮原 健一      

                               

学校における働き方改革に向けた取組について（お願い）  

時下、保護者の皆様にはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

また、日頃より本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。 

さて、昨今、教職員の長時間勤務が大きな課題となっております。そのようなことから、

本校では、教職員が児童生徒としっかり向き合い、個に応じたきめ細やかな指導が行える

学校をつくっていくため、「熊本県の公立学校における働き方改革推進プラン」に基づき、

下記の取組を実施していきます。 

保護者の皆様におかれましては、学校における働き方改革の推進について、御理解と御

協力をお願いいたします。 

記 

１ 『学校閉庁日の設定』 

（１）期間  

令和８年（２０２６年）８月１２日（水）から１５日（土）までの４日間 

（２）実施内容 

・各種証明書の発行等の窓口業務を行いません。 

・期間中は、問い合わせ等に対応する者がいないため、留守番電話での対応になり 

ます。 

※学校閉庁期間中の平日（午前８時３０分～午後５時）について、緊急の連絡が必 

要な場合には、県教育庁関係課へ連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

２ 『勤務時間外の留守番電話対応』 

（児童生徒の生命や安全に関わる重大事態などの緊急時を除く） 

（１）原則として、職員の勤務時間外は留守番電話対応とさせていただきます。 

   勤務時間：午前８時３０分から午後５時まで 

（休憩時間 午後３時１５分から午後４時 職員の休憩時間の確保に御協力願います。） 

（２）担任等から電話を差し上げてつながらず、その折り返しの電話については、直接電 

話で対応します。 

 

３ 『教職員の定時退勤の実施』 

毎週金曜日を定時退勤日として勤務時間終了後速やかに退勤します。 


